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一部 医療の本質と医師-患者関係 

  １．医療の本質 

   

１）医療は患者の治癒を保障するものではない 

２）医療は医学の進歩により変わっていく 

３）医療は患者を傷つける＝医療の侵襲性 

医療の結果を引き受けるのは患者であり 

その主体性を保障することが医療保障の要素 



患者の人権とは 

  第一に、生命が保障される権利 

    生命権保障としての医療保障 

      （健康権概念） 

  第二に、生命への自己決定保障 

    治療と生命の質への決定権 

      （自己決定権概念/IC） 

  これらすべてが患者を人間として尊重する
環境のもとでおこなわれる権利 

   ＝医療への権利 

      （人間としての尊厳） 

 

 

 



情報があれば患者は主体的な判断が可能とな
る 

しかし財（情報・医師数・看護師数・病院数
など）の量と安全性は市場に委ねることのみ
では保障されない 

  また、すべての人間が持つ医療ニーズは経
済市場モデルでは貧しい人などが阻害される
ことになる 

 医学情報に対する国の責任は 

医療保障への責任と同義 



２．医師-患者関係 

１）インフォームド・コンセント概念と医療保障 

（ICの理念） 

 患者の自主性と自己決定をもとにした医療保障 

（現実の医療） 

 医師の専門性と権威主義による意識改革の遅れ 

（日本のICと医療の現実） 

 上記に加えて家族の関与 

 

 

 

患者の自主性と自己決定を尊重した 

医師-患者関係の確立が医療保障の前提 





３ パートナーシップモデルと 

           医学情報 



 
 
 
 
二部 健康権と医学情報権 
 ４ 健康権の要素と情報アクセス 
  
「健康への権利」の4つの要素 

１）公衆衛生public healthと医療機関、製品、
サービスが量的に十分であること 

２）医療・保健施設、製品、サービスなどへ
のアクセスが可能であること 

３）医療倫理と文化に適合していること 

４）科学的・医学的レベル水準であること 

  2000年「経済社会理事会」文書 

 

 



健康権の要素としてのアクセス可能性 

   

 

情報へのアクセス 

・アクセス可能性は、健康に関する事柄
について、情報とアイディアを求め、
受け取り、共有する権利を含んでいる。 

   2000年「経済社会理事会」文書より 

 

    
 

   

健康権としての医学情報権 



５．医学情報権の人権としての定立 

医学情報権の必要性 

要求の顕在化 

立法 

具体的
人権へ 

啓発と運動 



６．医学情報権の具体的内容 

 

 a)医学情報の質と量の保障  

 b)医学情報へのアクセスの保障 

 c)医学情報リテラシーの保障 

   国立健康/医学
図書館 

a 

c b 
牽引役としての国立専門

図書館 



健康文化や教育の促進 子どもの文化や教育の発展 

医学情報権 教育権保障 

国際子ども図書館 
国立医学/健康図書館構想 

国立ライフサイエンス 

情報センター構想 



国際子ども図書館 
国立ライフサイエンス 

情報センター（仮称）構想 

 1995年 国立国会図書
館に設置する児童書等
の利用に係る施設に関
する調査会答申 

 1996年 「国際子ども
図書館基本計画」策定 

 1997年 国際子ども図
書館準備室設置 

 1999年 国立国会図書
館法の一部改正 

 2000年 国立初の児童
専門図書館として開館 

 2003年 国立医学図書館
（仮称）検討委員会（第Ⅱ
期）発足 

 2004年 「我が国におけ
る国立ライフサイエンス情
報センター（仮称）構想の
実現に向けて」ＪＭＬＡ理
事会に提出 

 2004年 国立ライフサイ
エンス情報センター（仮
称）推進準備委員会発足 

 2005年 国立ライフサイ
エンス情報センター(仮
称）準備推進委員会最終報
告 



国際子ども図書館 
国立ライフサイエンス 

情報センター（仮称）構想 

 子どもの未来を考える議員
連盟 

 国立国会図書館 

 国際子ども図書館を考える
全国連絡会 

 児童図書出版関係者、児童文
学者、絵本作家、学識経験者、
公共図書館・学校図書館組織、
読書推進団体等 

 「国立国会図書館法の一部
を改正する法律案」（衆：
議員運営委員長、参：衆議
院提出） 

 日本医学図書館協会 

 民主党による「医療の
信頼性の確保向上のた
めの医療情報の提供の
促進、医療にかかる体
制の整備等に関する法
律案」、「医療を受け
る者の尊厳の保持及び
自己決定に資する医療
情報の提供、相談支援
及び医療事故等の原因
究明の促進等に関する
法律案」 



国際子ども図書館 
国立ライフサイエンス 

情報センター（仮称）構想 

 国立国会図書館のサービス
は子どもを含む国民すべて
に及ぶものであるとの認識
に立ち、子どもの読書環
境・情報提供環境の整備に
資するため、所管する児童
書及び関連する研究資料を
基礎として、子どもへの
サービスの第一線にある図
書館の活動を支援し、かつ
子どもの出版文化に関する
広範な調査・研究を支援す
るナショナル・センターと
して、国立国会図書館支部
上野図書館に「児童書セン
ター」（仮称）を設置する。 

（国立国会図書館．“国際子ども図書館基本計画”．
http://www.kodomo.go.jp/about/law/basicplan.html) 

 良質な保健医療情報が一般市民
へ広く流通していくための事業
を進める 

 様々に存在する関連機関の相互
協力と、様々な情報源へのアク
セス性の向上が必須である 

 我が国におけるライフサイエン
ス情報の体系的かつ効果的な流
通の体制を整備・構築する 

 今後、我が国が高度医療を推進
し、広く国民の健康を保障して
いくためには、ライフサイエン
ス関連情報のネットワーク構築
が広く求められる 

（日本医学図書館協会．“国立ライフサイエンス情報センター（仮称）推進準
備委員会”．http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/nlsic/index.html) 



国際子ども図書館 
国立ライフサイエンス 

情報センター（仮称）構想 

サービス対象 
 小・中・高校生 

 児童サービス関係者 

 学校図書館関係者 

機能 
 情報資源の蓄積 

 書誌データベースの整備 

 情報資源の提供 

 内外関係諸機関との連携・協力 

取り組み事項 
 子どもの読書に関する情報発
信の強化及びネットワークの
構築 

 人材育成支援 

 学校図書館への支援 
（国際子ども図書館．子どもの読書活動推進支援計画2010） 

（国立国会図書館．“国際子ども図書館基本計画”1996,．
http://www.kodomo.go.jp/about/law/basicplan.html) 
 

サービス対象 
研究者、医療従事者 

患者、国民一般 

機能 
ライフサイエンス情報の
網羅的収集と保存 

情報提供 

国内所蔵情報整備 

国内データベース/二次
資料作成 

情報評価/情報加工 

人材養成/研修 

企画・調整 
（日本医学図書館協会．“国立ライフサイエンス情報センター
（仮称）推進準備委員会”．
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/nlsic/index.html) 

 



患者支援 

患者教育 

調査 



【ミッション】 

質の高い医療を全州
において可能にする
医学情報を行き渡ら
せること 



信頼できる医学・健康情報の提供に特化した
図書館構想の再構築 

医学図書館や公共図書館を含む医学情報関連
機関をもサービス対象とした構想 

健康文化の担い手としての図書館構想 

運動推進母体におけるコンセンサスの確立 

利害関係者への働きかけ 

 有識者、医師会、看護師会、患者会、健康保険、
医学図書館、公共図書館、学会、職能団体等 

 立法府、行政府 

 




